
　

平
成
20
年
４
月
か
ら
75
歳
以
上

の
す
べ
て
の
被
保
険
者
は
、
現
在

加
入
中
の
健
康
保
険
か
ら
長
寿
医

療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

に
移
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
の
開
始
に
伴
い
、
国

保
税
は【
医
療
分
】と【
介
護
分
】に

【
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
】を
加
え

た
３
本
立
て
に
な
り
ま
す
。

　

後
期
高
齢
被
保
険
者
自
身
が
医

療
機
関
で
支
払
う
自
己
負
担
を
除

い
た
約
９
割
の
う
ち
、
公
費（
国
、

県
、
市
）か
ら
約
５
割
、
後
期
高

齢
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
保

険
料
で
１
割
、
残
り
の
約
４
割
を

75
歳
未
満
の
方
か
ら
の
支
援
と
し

て
各
保
険
者（
社
保
・
国
保
等
）が

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
４
割
の
負
担
分
を

と
し
て
、
今
ま

で
の
基
礎
課
税
分（
医
療
分
）を
医

療
分
と
支
援
金
分
と
に
明
確
に
分

け
て
算
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

　

平
成
20
年
度
の
課
税
限
度
額
に

つ
い
て
も
、
地
方
税
法
施
行
令
が

次
表
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ

り
、
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の

８
回
に
分
け
て
納
め
て
頂
き
ま
す
。

・
１
期（
７
月
）　

・
２
期（
８
月
）

・
３
期（
９
月
）　

・
４
期（
10
月
）

・
５
期（
11
月
）　

・
６
期（
12
月
）

・
７
期（
１
月
）　

・
８
期（
２
月
）

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
、
65
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
世
帯
主
の
方
で
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、

年
金
か
ら
保
険
税
を
差
し
引
い
て

納
め
て
い
た
だ
く
方
法（
特
別
徴

収
）に
変
わ
り
ま
し
た
。

・
仮
徴
収（
４
、
６
、
８
月
）

・
本
徴
収（
10
、
12
、
２
月
）

※
国
保
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
世

帯
主
が
後
期
高
齢
者（
75
歳
以

上
）で
、
家
族
に
国
保
に
加
入

し
て
い
る
75
歳
未
満
の
方
が
い

る
世
帯
に
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
通
知
書
と
国
保
納
税

通
知
書
が
同
時
に
届
き
ま
す
。

　

税
源
移
譲
時
、
所
得
が
大
幅
に

減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
所
得
税

率
の
変
更
に
よ
る
税
負
担
軽
減
の

影
響
は
受
け
ず
、
住
民
税
率
の
変

更
に
よ
る
税
負
担
の
影
響
の
み
を

受
け
る
方
に
は
、
税
源
移
譲
に
よ

り
増
額
と
な
っ
た
住
民
税
相
当
額

を
還
付
し
ま
す
。

　

平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
二
本

松
市
に
お
住
ま
い
の
該
当
さ
れ
る

方
に
は
６
月
下
旬
に
市
・
県
民
税

減
額
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
19
年
１
月
２
日
以

降
転
入
さ
れ
た
方
は
、
前
住
所
地

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
告
先
…

　

税
務
課
市
民
税
係

　

☎（
55
）５
０
８
５

　

ま
た
は

　

各
支
所
地
域
振
興
課
庶
務
係

平
成
平
成
1919
年
に
所
得
が

年
に
所
得
が

減
っ
て
所
得
税
が

減
っ
て
所
得
税
が

課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方

課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方

申
告
が
必
要
で
す
！

申
告
が
必
要
で
す
！

税

の

お

知

ら

せ

国
民
健
康
保
険
税
の
主
な
改
正
点

事例 世　帯　主 妻 子 徴収方法

１ 国民健康保険
（72歳）

国民健康保険
（68歳） ̶ 特別徴収

２ 国民健康保険
（72歳）

国民健康保険
（63歳） ̶ 普通徴収

３ 後期高齢者医療
（78歳）擬制世帯主

国民健康保険
（68歳） ̶ 普通徴収

４ 社会保険
（72歳）擬制世帯主

国民健康保険
（68歳） ̶ 普通徴収

５ 国民健康保険
（72歳）

国民健康保険
（68歳）

国民健康保険
（40歳） 普通徴収


